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第１章 静岡県の環境の現状と施策の実施状況 

 

第１節 脱炭素社会の構築 

 現状                                             

○令和元年度の県内温室効果ガス排出量（速報値）は、2,776万 t-CO2で、基準年度である平成 25

年度に比べ 17.3％の減少となっている。2050年までの脱炭素社会実現を目指し、実効性の高い地

球温暖化対策をさらに推進するため、令和４年３月に「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」

を策定した。                                          

 ○2050年のカーボンニュートラルの実現や温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、2021年度に

「ふじのくにエネルギー総合戦略」を改定した。新戦略に基づき、再生可能エネルギー等の最大

限の導入促進、脱炭素化に合わせた産業の振興、二酸化炭素の吸収源対策、徹底した省エネルギ

ーを推進していく。 

○森林が有する二酸化炭素の吸収、炭素貯蔵の働きが重要となっており、この機能を持続的に発揮

するためには、森林の適正な整備・保全や、林業・木材産業の成長産業化による森林資源の循環

利用が必要となっていることから、デジタル技術や先端技術も活用しつつ、森林の若返りを図る

主伐・再造林や間伐等の森林整備を推進している。                                     

 

施策の展開                                           

 ● 中小企業の脱炭素化経営の推進に向けた取組支援 

  ・県生活環境の保全等に関する条例第 10条の規定による工場・事業場の新設・増設の協議におい

て優遇し、また公共工事の総合評価落札方式における評価項目とすることにより、エコアクシ

ョン 21、ISO14001の認証取得・更新を促進。        

                                       

● 地域企業の電動化やデジタル化に向けた新たな研究、製品開発等の取組支援 

・国の電動化目標への対応など自動車産業を取り巻く大きな環境変化を乗り切るため、産学官連

携の研究会を開催し、今後必要となる取組等のとりまとめを実施。 

・研究会で喫緊の課題とされた企業間連携の強化を図るため、大手サプライヤと中小企業等をメ

ンバーとしたワークショップを４分野で設置し、中小企業単独では難しい系列を超えた大手企

業との連携を支援。 

 

 ● 住宅の省エネルギー化の促進 

  ・テレワーク対応リフォームと同時に実施する省エネ改修工事を助成。 

・中小工務店や設計事務所を対象に、住宅の省エネルギー性能に係る計算方法を解説する講習会

を開催。 

 

 ● 県有建築物の整備におけるＺＥＢ化の推進 

  ・県有建築物のＺＥＢ化が効率的にできるよう「県有建築物ＺＥＢ化設計指針」の策定に着手。 
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第１章 静岡県の環境の現状と施策の実施状況 

 

第１節 脱炭素社会の構築 

 現状                                             
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・国の電動化目標への対応など自動車産業を取り巻く大きな環境変化を乗り切るため、産学官連

携の研究会を開催し、今後必要となる取組等のとりまとめを実施。 
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第２節 循環型社会の構築 

 現状                                              

○本県の令和２年度の一般廃棄物排出量は約 116 万トンで、これは県民（外国人を含む）１人１

日当たり 858グラムのごみを排出したことに相当し、前年度と比べて、総量で約 4万 5千トン、

１人１日当たりで 27グラム減少した。 

  ○令和２年度の産業廃棄物排出量は、933万トンで、前年度に比べて、67万４千トン減少した。 

   排出量 933 万トンのうち 402 万トン（43％）が再生利用され、510 万トン（55％）が焼却や脱

水などの中間処理による減量化、22万トン（２％）が最終処分として埋立された。 

                                    

施策の展開                                          

● ３Ｒの推進 

 ・食品ロス削減の取組や各種リサイクル法に基づくリサイクルの推進等によ

り、廃棄物の発生抑制・再使用を促進。 

・県民のごみ削減に向けた具体的な行動を促すため、ウェブサイト「Ｒのあ

るくらし」やＳＮＳ等を通じて、家庭におけるごみ削減に関する情報やイ

ベント情報等を発信。 

  

 ● 食品ロス削減の取組推進 

  ・外食店における食品ロス削減啓発の取組として、平成 28年度から「ふじのくに食べきりやったね！

キャンペーン」を実施し、民間の情報サイトやＳＮＳを活用して、啓発を実施。 

・食品ロス削減の啓発教材を作成し、家庭における食品ロス削減の実践を促すことにより、食品ロス

を発生させないライフスタイルの定着を推進。 

  ・賞味期限がまだ残っている食品を捨てずに有効活用するため、フードバンクの利用促進を通じた食

品ロス削減の取組を県民に呼び掛け。                 

  

● 静岡県リサイクル製品認定制度の周知啓発 

・リサイクル製品の安全・安心に関わる基準を設定し、適正なリサイクル製

品であることを認定する「静岡県リサイクル製品認定制度」について、関

係機関・団体への説明会や産業支援機関との連携により幅広い広報を行い、

認定制度や認定製品の周知を図るとともに、積極的な利用を呼び掛け。 

・関係機関と連携した取組により、県公共工事等での認定製品の積極的利用

を更に推進し、適正なリサイクルを推進。                    

    

● ６Ｒ県民運動の展開 

 ・従来の３Ｒに「リフューズ、リターン、リカバー」の３Ｒを加えて６Ｒとし、使い捨てプラス

チックの使用自粛や海岸・河川の清掃活動への参加など、県民一人ひとりの実践を呼び掛ける

「静岡県海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県民運動」を令和元年度から展開。                                                                   

 

 

認定ロゴ 

特設ＨＰ「Ｒのあるくらし」 

● 県民運動ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クルポ」の取組充実 

・県民一人ひとりが地球温暖化防止の活動を楽しみながら実践することを促すため、スマート

フォン等で地球温暖化防止の行動に応じて、抽選に参加できるポイントを獲得できるアプリ

「クルポ」を活用し運動を実施。                                                                                                            

 

● 地域環境及び地域資源を活用した再生可能エネルギー等の導入促進 

・事業所等への太陽光設備導入の支援や、市町・民間事業者が行う小水力、バイオマス、温泉エ

ネルギーの利活用可能性調査や設備導入への支援を実施し、地産エネルギー等の導入量増加を

推進。                              

          

 ● 水素エネルギーの利用拡大に向けた先進的取組の支援 

  ・県内の水素エネルギーのポテンシャルや、企業や大学の技術をマッチングし、今後企業同士が

共同で技術開発や製品開発等に取り組み、事業化を目指すための体制を構築するため、県内企

業等に対する意向調査及び水素利活用ポテンシャル調査等を実施。       

    

● 環境、エネルギー関連産業の技術開発・需要創出支援 

・企業、大学、試験研究機関、行政、金融機関等からなる静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協

議会において、講演会や交流会、ワーキンググループ活動を行い、ワーキンググループで検討

した再エネ及び省エネに資する先進的な技術開発に対して助成。     

   

● 計画的な森林管理、整備の促進 

 ・３次元点群データの解析により取得した高精度森林情報の活用手法の普及などにより、林業経

営体等が行う森林経営計画の作成を支援。令和３年度末現在 84,023haの計画を認定。 

  ・林業経営体や森林所有者などが行う間伐等の実施を支援することにより、計画的な森林整備を

促進。 

                                 

● 公共施設整備や土木工事、住宅や非住宅建築物への県産材利用の促進 

 ・市町の公共建築物の木造化・木質化を進めるため、建築の専門家による無料相談窓口等の利用

や、森林環境譲与税等の財源の活用を促進。 

・住宅及び非住宅分野での助成制度の対象を拡大し、品質の確かな県産材製品の利用を一層促進

するとともに、県産材製品の供給能力を高めるため、木材加工施設の整備及び製材・合板工場

が必要とする丸太の供給を支援。                     

  

 ● 藻場の回復、育成 

  ・種苗移植等による藻場の造成により、榛南海域では相良地先などの海域においてカジメ群落

が回復、未回復のサガラメ藻場については種苗移植を実施。                                  
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第２節 循環型社会の構築 
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認定ロゴ 

特設ＨＰ「Ｒのあるくらし」 

● 県民運動ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クルポ」の取組充実 
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フォン等で地球温暖化防止の行動に応じて、抽選に参加できるポイントを獲得できるアプリ
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● 地域環境及び地域資源を活用した再生可能エネルギー等の導入促進 

・事業所等への太陽光設備導入の支援や、市町・民間事業者が行う小水力、バイオマス、温泉エ

ネルギーの利活用可能性調査や設備導入への支援を実施し、地産エネルギー等の導入量増加を

推進。                              

          

 ● 水素エネルギーの利用拡大に向けた先進的取組の支援 

  ・県内の水素エネルギーのポテンシャルや、企業や大学の技術をマッチングし、今後企業同士が

共同で技術開発や製品開発等に取り組み、事業化を目指すための体制を構築するため、県内企

業等に対する意向調査及び水素利活用ポテンシャル調査等を実施。       

    

● 環境、エネルギー関連産業の技術開発・需要創出支援 

・企業、大学、試験研究機関、行政、金融機関等からなる静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協

議会において、講演会や交流会、ワーキンググループ活動を行い、ワーキンググループで検討

した再エネ及び省エネに資する先進的な技術開発に対して助成。     

   

● 計画的な森林管理、整備の促進 

 ・３次元点群データの解析により取得した高精度森林情報の活用手法の普及などにより、林業経

営体等が行う森林経営計画の作成を支援。令和３年度末現在 84,023haの計画を認定。 

  ・林業経営体や森林所有者などが行う間伐等の実施を支援することにより、計画的な森林整備を

促進。 

                                 

● 公共施設整備や土木工事、住宅や非住宅建築物への県産材利用の促進 

 ・市町の公共建築物の木造化・木質化を進めるため、建築の専門家による無料相談窓口等の利用

や、森林環境譲与税等の財源の活用を促進。 

・住宅及び非住宅分野での助成制度の対象を拡大し、品質の確かな県産材製品の利用を一層促進

するとともに、県産材製品の供給能力を高めるため、木材加工施設の整備及び製材・合板工場

が必要とする丸太の供給を支援。                     

  

 ● 藻場の回復、育成 

  ・種苗移植等による藻場の造成により、榛南海域では相良地先などの海域においてカジメ群落

が回復、未回復のサガラメ藻場については種苗移植を実施。                                  



－ 14 －

第 

１ 

章

第３節 良好な生活環境の確保 

 現状                                             

○生活や産業活動の基盤となる水資源を守り、将来にわたる持続的な利用を可能にするため、令和

４年３月に静岡県水循環保全条例を制定した。 

                                       

○炊事、洗濯、風呂等日常生活に伴って排出される生活排水は河川や湖沼等の水質汚濁の原因であ

り、対策には、下水道や集落排水、合併処理浄化槽等生活排水処理施設の整備が有効である。生

活排水処理施設の整備状況を表す汚水処理人口普及率（汚水処理人口／行政人口）は、令和３年

度末において 84.3％と、全国平均の 92.5％を下回っているが、全国平均との差は縮まってきてい

る。 

                                    

○令和３年度は、大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物

質は全ての有効測定局で、河川の生物化学的酸素要求量（BOD）は全ての測定地点で環境基準を達

成した。一方、光化学オキシダントについては全ての有効測定局で、湖沼及び海域の化学的酸素

要求量（COD）については一部地点で、環境基準を達成していない。                  

 

施策の展開                                        

● 適切な地下水管理の推進 

・地下水の現状を把握し、地下水障害の発生を防止するため、地下水位観測を 151 箇所、塩水化

調査を 292箇所、人工衛星画像解析と一般水準測量による地盤沈下調査を中部地域で実施。 

                  

 ● 水道広域化推進プランの策定及び広域連携の推進 

  ・水道事業者の広域連携の推進を検討するため、水道広域化シミュレーションを実施するととも

にその結果を踏まえ、庁内の推進会議及び市町との検討会を実施。          

   

 ● 水質の状況の監視 

・県、国土交通省及び水質汚濁防止法に基づく政令市（静岡市、浜松市、沼津市、富士市）では、

「公共用水域の水質測定計画」及び「地下水の水質測定計画」を策定し、県内の公共用水域及

び地下水の水質の状況を監視。 

・県及び水質汚濁防止法に基づく政令市は、同法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例によ

る特定事業場への立入検査を実施し、法・条例への違反等が判明した場合には、助言・指導又

は命令等の処分を実施。 

                  

● 大気の状況や騒音等の監視 

（大気） 

・大気汚染防止法第22条に基づき、県内の大気の状況について環境基準項目を中心に常時監視を

実施。 

・令和３年度末時点、静岡県内には一般環境大気測定局57局と自動車排出ガス測定局10局の合計

67の測定局を設置。 

● 排出事業者及び処理施設・処理業者に対する指導 

・産業廃棄物処理業者や施設設置者に対する立入検査を実施し、違反者に対しては違反行為の是

正を強く求めるとともに、悪質な排出事業者や処理業者に対しては行政処分を実施。 
・３Ｒの推進及び適正処理の推進のため、廃棄物処理法の制度や廃棄物の適正な処理方法等につ

いて、市町職員、排出事業者、収集運搬業者、処分業者を対象とした研修会を開催。 
 

● 不法投棄のパトロールや立入検査の重点化及び監視体制の強化 

・県内の関係機関と協力して環境月間（６月）と不法投棄撲滅月間（12月）にあわせて年２回、

県内一斉「不法投棄防止統一パトロール」を実施。令和３年度は281人が参加。 

・不法投棄の未然防止、早期発見を図るため県内全域で活動している団体・企業と「廃棄物不法

投棄の情報提供に関する協定」を締結し、官民の連携による「監視力」を強化。 
 

 ● 森林施業の集約化、路網整備、機械化等の一体的促進 

・効率的に木材を供給できるよう、林道や森林作業道を効果的に組み合わせた林内路網の整備を

促進。 

  ・林業経営体や森林所有者などが行う森林経営計画の作成、間伐等の実施を支援することにより、

計画的な森林整備を促進。                 

  

 ● 利水関係者との適宜適切な調整 

  ・天竜川水系では、令和３年10月以降の小雨に加え、佐久間ダムの法定点検に伴う水位制約のた

め、利水者間の合意調整を行い、令和４年１月から３月にかけて78日間の節水対策を実施。 
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第３節 良好な生活環境の確保 

 現状                                             

○生活や産業活動の基盤となる水資源を守り、将来にわたる持続的な利用を可能にするため、令和

４年３月に静岡県水循環保全条例を制定した。 

                                       

○炊事、洗濯、風呂等日常生活に伴って排出される生活排水は河川や湖沼等の水質汚濁の原因であ

り、対策には、下水道や集落排水、合併処理浄化槽等生活排水処理施設の整備が有効である。生

活排水処理施設の整備状況を表す汚水処理人口普及率（汚水処理人口／行政人口）は、令和３年

度末において 84.3％と、全国平均の 92.5％を下回っているが、全国平均との差は縮まってきてい

る。 

                                    

○令和３年度は、大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物

質は全ての有効測定局で、河川の生物化学的酸素要求量（BOD）は全ての測定地点で環境基準を達

成した。一方、光化学オキシダントについては全ての有効測定局で、湖沼及び海域の化学的酸素

要求量（COD）については一部地点で、環境基準を達成していない。                  

 

施策の展開                                        

● 適切な地下水管理の推進 

・地下水の現状を把握し、地下水障害の発生を防止するため、地下水位観測を 151 箇所、塩水化

調査を 292箇所、人工衛星画像解析と一般水準測量による地盤沈下調査を中部地域で実施。 

                  

 ● 水道広域化推進プランの策定及び広域連携の推進 

  ・水道事業者の広域連携の推進を検討するため、水道広域化シミュレーションを実施するととも

にその結果を踏まえ、庁内の推進会議及び市町との検討会を実施。          

   

 ● 水質の状況の監視 

・県、国土交通省及び水質汚濁防止法に基づく政令市（静岡市、浜松市、沼津市、富士市）では、

「公共用水域の水質測定計画」及び「地下水の水質測定計画」を策定し、県内の公共用水域及

び地下水の水質の状況を監視。 

・県及び水質汚濁防止法に基づく政令市は、同法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例によ

る特定事業場への立入検査を実施し、法・条例への違反等が判明した場合には、助言・指導又

は命令等の処分を実施。 

                  

● 大気の状況や騒音等の監視 

（大気） 

・大気汚染防止法第22条に基づき、県内の大気の状況について環境基準項目を中心に常時監視を

実施。 

・令和３年度末時点、静岡県内には一般環境大気測定局57局と自動車排出ガス測定局10局の合計

67の測定局を設置。 
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第４節 自然共生社会の構築 

 現状                                            

○本県は、豊かな自然に恵まれ、全国有数の動植物相を誇る地であり、哺乳類では全国 160 種のう

ち 51種の、鳥類では全国約 700種のうち 414種の生息が、植物でも蘚苔類、藻類、地衣類、菌類

を除く全国約 7,000種のうち、3,419種の生育が確認されている。県内の主に陸域・淡水域に生育・

生息する動植物 10分類群を対象とした県レッドリスト（令和２年３月改訂）では、評価対象とし

た県産種 13,445種のうちの 4.6％に当たる 618種の絶滅が危惧されている。 

                                  

○自然環境が優れた状態を維持している地域等を自然環境保全地域や自然公園に指定している。 

「自然環境保全地域」は計８か所、また、優れた自然の風景地の保護と利用を図ることを目的と

した「自然公園」は、国立公園２か所、国定公園１か所、県立自然公園４か所を指定している。 

自然環境保全地域・自然公園の指定面積は令和３年度末現在 90,347ha、県土の約 12％となってい

る。 

                                    

 ○県民が豊かな自然とふれあう機会を提供するため、「県民の森」をはじめ、「県立森林公園」な

ど 9 か所の自然ふれあい施設を設置している。令和３年度は、令和２年度比 11％増の約 95 万人

が自然ふれあい施設を利用した。また、県民参加の森づくりの推進のため、春と秋の各３ヶ月間

を重点期間とした森づくり県民大作戦を通年で開催しており、令和３年度の参加者数は、令和２

年度比９％増の 12,972人であった。 

                                     

施策の展開                                          

● 南アルプスにおける野生動植物の保護 

・南アルプスにおいて、ニホンジカによる食害の影響により、各地でお花畑

の衰退が深刻化しているため、防鹿柵の設置と試験捕獲を実施し、被害を

防止。 
・氷河期の遺存種や南アルプスだけに分布する固有種、貴重な高山植物の絶

滅を防ぐため、種子を適切に保存するほか、種子増殖を目指す研究を次代を担う高校生が実施。   

                                                                                               

● 生態系や農林業に影響を及ぼす野生生物の個体数調整、狩猟規制緩和等の実施 

・生息数の著しい増加により、植生の劣化など生態系に深刻な影響を及ぼしているニホンジカに

ついて、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、適正な個体数まで減らすための捕獲を実施。 

・狩猟による捕獲を促進するため、捕獲頭数制限の解除や狩猟期間の延長、くくりわなの使用規

制の緩和を実施。                        

                        

 ● 鳥獣被害防止技術の普及と施設整備の促進 

  ・静岡県農林産物野生鳥獣被害対策連絡会において、野生鳥獣の発生状況や農作物被害の動向、

被害防止対策について協議し、関係機関と情報を共有。 

・４市町（沼津市、伊豆市、松崎町、森町）で ICT 技術を用いたわなによる捕獲現地実証を実施

し、３市町（浜松市、伊豆市、小山町）で侵入防止柵を整備。 

防鹿柵の設置 

（騒音） 

・騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に基づき、著しい騒音や振

動を発生する施設（特定施設）を設置する工場・事業場（特定工場）及び建設作業のうち著し

い騒音や振動を発生する作業（特定建設作業）を対象に騒音や振動を規制。 

 

● 生活排水処理施設整備の推進  

・大型浄化槽等への立入指導、新規設置者への講習会

の実施、法定検査未受検者へのダイレクトメール送

付等により、浄化槽の保守点検及び清掃の適正実施

を啓発するとともに、法定検査の受検を促進。 

 ・生活排水処理施設の整備を着実に推進するととも

に、設備等の改築、更新を推進。   

 

  

                                
● 環境影響評価の実施 

・生活環境や自然環境等に影響を及ぼすおそれのある大規模な開発事業について、環境影響評

価法又は静岡県環境影響評価条例に基づく手続を行い、事業者に対して環境の保全の見地か

らの知事意見を述べることで環境影響を回避、低減。        

 

● 盛土等の適正化の推進 

 ・令和３年７月に熱海市伊豆山において発生した土石流災害を受け、盛土について必要な規制

を行い、災害防止及び生活環境の保全を図り、県民の生命、身体及び財産を守るため、令和

４年３月、静岡県盛土等の規制に関する条例を制定し、規制強化及び監視強化により不適切

な盛土に対する対策を推進。 

 

 

 

      

                                     

浄化槽をお持ちの方は、

次の３つが法律で、義務

付けられています！ 

水環境を守るため、浄化槽の保守点検・清
掃・法定検査を必ず行ってください。 

１. 保守点検の実施 

（年に３～４回以上） 

２. 清掃の実施（年に１回以上） 

３. 法定検査の受検（年に１回） 

盛り土１１０番（０５４－２５２－９０００） 

盛土の監視体制 
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第４節 自然共生社会の構築 

 現状                                            

○本県は、豊かな自然に恵まれ、全国有数の動植物相を誇る地であり、哺乳類では全国 160 種のう

ち 51種の、鳥類では全国約 700種のうち 414種の生息が、植物でも蘚苔類、藻類、地衣類、菌類

を除く全国約 7,000種のうち、3,419種の生育が確認されている。県内の主に陸域・淡水域に生育・

生息する動植物 10分類群を対象とした県レッドリスト（令和２年３月改訂）では、評価対象とし

た県産種 13,445種のうちの 4.6％に当たる 618種の絶滅が危惧されている。 

                                  

○自然環境が優れた状態を維持している地域等を自然環境保全地域や自然公園に指定している。 

「自然環境保全地域」は計８か所、また、優れた自然の風景地の保護と利用を図ることを目的と

した「自然公園」は、国立公園２か所、国定公園１か所、県立自然公園４か所を指定している。 

自然環境保全地域・自然公園の指定面積は令和３年度末現在 90,347ha、県土の約 12％となってい

る。 

                                    

 ○県民が豊かな自然とふれあう機会を提供するため、「県民の森」をはじめ、「県立森林公園」な

ど 9 か所の自然ふれあい施設を設置している。令和３年度は、令和２年度比 11％増の約 95 万人

が自然ふれあい施設を利用した。また、県民参加の森づくりの推進のため、春と秋の各３ヶ月間

を重点期間とした森づくり県民大作戦を通年で開催しており、令和３年度の参加者数は、令和２

年度比９％増の 12,972人であった。 

                                     

施策の展開                                          

● 南アルプスにおける野生動植物の保護 

・南アルプスにおいて、ニホンジカによる食害の影響により、各地でお花畑

の衰退が深刻化しているため、防鹿柵の設置と試験捕獲を実施し、被害を

防止。 
・氷河期の遺存種や南アルプスだけに分布する固有種、貴重な高山植物の絶

滅を防ぐため、種子を適切に保存するほか、種子増殖を目指す研究を次代を担う高校生が実施。   

                                                                                               

● 生態系や農林業に影響を及ぼす野生生物の個体数調整、狩猟規制緩和等の実施 

・生息数の著しい増加により、植生の劣化など生態系に深刻な影響を及ぼしているニホンジカに

ついて、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、適正な個体数まで減らすための捕獲を実施。 

・狩猟による捕獲を促進するため、捕獲頭数制限の解除や狩猟期間の延長、くくりわなの使用規

制の緩和を実施。                        

                        

 ● 鳥獣被害防止技術の普及と施設整備の促進 

  ・静岡県農林産物野生鳥獣被害対策連絡会において、野生鳥獣の発生状況や農作物被害の動向、

被害防止対策について協議し、関係機関と情報を共有。 

・４市町（沼津市、伊豆市、松崎町、森町）で ICT 技術を用いたわなによる捕獲現地実証を実施

し、３市町（浜松市、伊豆市、小山町）で侵入防止柵を整備。 

防鹿柵の設置 
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第５節 環境と調和した社会の基盤づくり 

 現状                                            

○環境と経済の好循環に向けた機運の高まりを踏まえ、環境ビジネスの発掘・育成や、優良事例の

情報提供、制度融資等の支援体制の整備等を行い、環境ビジネスに関する取組を促進している。                                        

○令和４年度の県政世論調査では、日頃から環境保全活動を実践している県民の割合は 83.7％と、

前年度から 2.1％減少した。県民が日々のライフスタイルを見直し、具体的な行動を起こすきっ

かけとなるよう、ふじのくに COOLチャレンジ「クルポ」や６R県民運動、森づくり県民大作戦や

しずおか木使い県民運動などの各種県民運動を展開している。                                       

○次世代を担う若者世代において環境保全活動を実践している割合が低くなっていることから、若

者世代を中心に、環境教育、環境学習を推進している。            

 ○地球温暖化の進行や脱炭素化に伴う自動車の電動化への対応などの課題に直面する県内産業の技

術革新を促進するため、調査、研究開発を推進している。 

                                                                          

 施策の展開                                          

● 環境ビジネス及びＥＳＧ金融活用促進の取組 

・環境ビジネスやＥＳＧ金融の活用促進のため、環境ビジネス及びＥＳＧ金融に関するセミナー

やビジネスプランのコンテスト「静岡県ＳＤＧｓビジネスアワード」を開催。 

・環境ビジネス及びＥＳＧ金融に関するセミナーを開催し、県内金融機関をはじめ、一般企業や

経済団体から 165名が参加。 

・「静岡県ＳＤＧｓビジネスアワード」には 45件の応募があり、５件が採択された結果、１件が

知事賞、４件が優秀賞を受賞。知事賞は、化石燃料を使わず磁石で高速加熱するＭＡＧＨＥＡ

Ｔを提案した袋井市のＴＳＫ（株）が受賞。                     

                                                                                         

● 環境に配慮した物品の調達 

・「静岡県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき、電動車の導入等環境に配慮し

た物品の調達を率先して実施。 

                                       

 ● イベント、コンクールの実施 

・環境保全活動を実践している割合が低い若者世代を中心とした県民の環

境意識向上のため、県内の小中学生を対象に環境をテーマにしたこども

環境作文コンクールや、水をテーマにした水の週間記念作文コンクール

を開催している。令和３年度、こども環境作文コンクールは、112校 938

作品、水の週間記念作文コンクールは 20校、262作品の応募があった。                                                                                                   

    

● 学校における環境教育の推進 

・職員間で学習内容や指導方法、体験的活動の位置付けなどについて、児童生徒の発達段階に応

じて目的等を明確にした共通理解と指導体制づくりを行い、環境教育を推進。   

        

  

こども環境作文 
コンクール表彰式 

                                      

● 富士山の環境保全の推進 

・登山者に対しごみの持ち帰りを呼びかけるとともに、富士山麓周辺道路沿いの山林や駐車場の

投げ捨てごみを清掃する「富士山ごみ減量大作戦」を実施。 

・富士山麓の周辺道路において、外来植物等の分布状況等を調査したほか、外来植物の侵入を防

止するためのマットを登山道の入り口へ設置するとともに、専門家による指導のもとボランテ

ィアとの協働により、外来植物を除去。                   

                                     

 ● 南アルプスに関する情報発信 

・希少な動植物等に関する専門家の講座や、希少植物の生息状況やシカの食害状況に関する調査

の様子を動画配信することにより、南アルプスの魅力を伝えるとともに、自然環境の保全に対

する意識を醸成。  

                                                                                                                                                        

  ● 浜名湖の環境保全の推進 

・浜名湖の環境の一層の改善に向け、浜名湖周辺で活動している環境保全団体等のネットワーク

である「はまなこ環境ネットワーク」の活動を支援し、団体間の連携強化と自立化を促進する。 

・次世代の環境保全の担い手となる高校生等による除去活動の実施を促進するとともに、継続的

な除去活動につながるよう、民間団体等の取組を支援。 

                    

● 景観施策の推進 

・富士山周辺、大井川流域・牧之原大茶園、伊豆半島、浜名湖といった市町をまたぐ主要な広域

景観については、関係市町等と広域景観協議会を設立し、景観施策を総合的に推進。各協議会

において、違反広告物対策を推進するほか、視点場における修景伐採、修景事業等を実施。 

                                     

● 森・里・川・海の保全 

・陸域と海域における栄養塩物資等の挙動を再現し、海域における植物プランクトン生産量を推

定できるシミュレーションモデルを構築し、陸から海に流出する栄養物質等が駿河湾の植物プ

ランクトン生産に寄与していることを解明。                                                                                                  

 

 ● 森林サービス産業創出の取組支援  

・新たな利用を呼び込むため、地域資源としての森林空間を、多様な主体が健康、観光、教育等

の視点で活用する「森林サービス産業」創出の取組を支援。          

                                     

● 芝生の普及促進に向けた研究、園庭・校庭の芝生化促進支援     

 ・県内の芝生地の拡大促進のため、芝草研究所は、研究と併せ、芝生地の現地指導を実施すると

ともに、（公財）静岡県グリーンバンクと連携し、芝生管理者を養成する芝草管理講座を実施。 

・（公財）静岡県グリーンバンクは、芝生維持管理を行う団体の支援や芝生化に向けた園庭・校

庭の技術指導を実施。 
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第５節 環境と調和した社会の基盤づくり 

 現状                                            

○環境と経済の好循環に向けた機運の高まりを踏まえ、環境ビジネスの発掘・育成や、優良事例の

情報提供、制度融資等の支援体制の整備等を行い、環境ビジネスに関する取組を促進している。                                        

○令和４年度の県政世論調査では、日頃から環境保全活動を実践している県民の割合は 83.7％と、

前年度から 2.1％減少した。県民が日々のライフスタイルを見直し、具体的な行動を起こすきっ

かけとなるよう、ふじのくに COOLチャレンジ「クルポ」や６R県民運動、森づくり県民大作戦や

しずおか木使い県民運動などの各種県民運動を展開している。                                       

○次世代を担う若者世代において環境保全活動を実践している割合が低くなっていることから、若

者世代を中心に、環境教育、環境学習を推進している。            

 ○地球温暖化の進行や脱炭素化に伴う自動車の電動化への対応などの課題に直面する県内産業の技

術革新を促進するため、調査、研究開発を推進している。 

                                                                          

 施策の展開                                          

● 環境ビジネス及びＥＳＧ金融活用促進の取組 

・環境ビジネスやＥＳＧ金融の活用促進のため、環境ビジネス及びＥＳＧ金融に関するセミナー

やビジネスプランのコンテスト「静岡県ＳＤＧｓビジネスアワード」を開催。 

・環境ビジネス及びＥＳＧ金融に関するセミナーを開催し、県内金融機関をはじめ、一般企業や

経済団体から 165名が参加。 

・「静岡県ＳＤＧｓビジネスアワード」には 45件の応募があり、５件が採択された結果、１件が

知事賞、４件が優秀賞を受賞。知事賞は、化石燃料を使わず磁石で高速加熱するＭＡＧＨＥＡ

Ｔを提案した袋井市のＴＳＫ（株）が受賞。                     

                                                                                         

● 環境に配慮した物品の調達 

・「静岡県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づき、電動車の導入等環境に配慮し

た物品の調達を率先して実施。 

                                       

 ● イベント、コンクールの実施 

・環境保全活動を実践している割合が低い若者世代を中心とした県民の環

境意識向上のため、県内の小中学生を対象に環境をテーマにしたこども

環境作文コンクールや、水をテーマにした水の週間記念作文コンクール

を開催している。令和３年度、こども環境作文コンクールは、112校 938

作品、水の週間記念作文コンクールは 20校、262作品の応募があった。                                                                                                   

    

● 学校における環境教育の推進 

・職員間で学習内容や指導方法、体験的活動の位置付けなどについて、児童生徒の発達段階に応

じて目的等を明確にした共通理解と指導体制づくりを行い、環境教育を推進。   

        

  

こども環境作文 
コンクール表彰式 
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第２章 

静岡県環境基本計画の 

進捗状況 

 

 

● 環境教育指導者の養成 

 ・環境教育・環境学習の推進に向け、森林教育指導者や緑化コーディネーター等の指導者を養成

するため、研修会を実施。     

                   

 ● 地球温暖化モニタリング等の緩和・適応に関する調査研究 

  ・平成 31年３月に環境衛生科学研究所内に「静岡県気候変動適応センター」を設置して気候変動

適応策や適応研究成果の収集、整理、分析、情報提供を行うとともに、本県における具体的な

影響の把握・将来予測に向けた調査研究を実施。  

                



第２章 

静岡県環境基本計画の 

進捗状況 

 

 



第２章 静岡県環境基本計画の進捗状況 

 

国内外の環境を巡る情勢の変化に適切に対応し、環境政策を総合的かつ計画的に推進する

ため、総合的かつ長期的な施策の大綱として令和４年３月に策定した「第４次静岡県環境基

本計画」に基づき、現状の把握を行い、今後の施策展開等に反映する。 

  

 

１ 静岡県環境基本計画の現状 

（1）成果指標の現状 

指標（単位） 
基準値 

（年度） 

現状値 

（年度） 

中間目標値 

（2025年度） 

目標値 

（2030年度） 

脱炭素社会の構築 

県内の温室効果ガス排出量の削減率 

（2013年度比）（％） 

△13.0％ 

（2018年度） 

△17.3％ 

（2019年度） 
△32.6％ △46.6％ 

エネルギー消費量（産業＋運輸＋家庭

＋業務部門）削減率（2013年度比）（％） 

△6.5％ 

（2018年度） 

△9.2％ 

（2019年度） △19.4％ △28.6％ 

再生可能エネルギー導入量（原油換

算：万㎘） 

52.3万㎘ 

（2020年度） 

52.3万㎘ 

（2020年度） 
72.7万㎘ 84.7万㎘ 

県内の電力消費量に対する再生可能

エネルギー導入率（％） 

18.2％ 

（2020年度） 

18.2％ 

（2020年度） 
26.0％ 30.6％ 

森林の多面的機能を持続的に発揮さ

せる森林整備面積（㏊） 

10,314㏊ 

（2020年度） 

11,116㏊ 

（2021年度） 
毎年度 

11,490㏊ 

毎年度 

11,490㏊ 

（2025年度） 

木材生産量（万㎥） 
42.1万㎥ 

（2020年） 

45.2万㎥ 

（2021年） 
毎年 

50万㎥ 

毎年 

50万㎥ 

（2025年） 

循環型社会の構築 

一般廃棄物排出量 

（１人１日当たり）（ｇ／人・日） 

885ｇ／人・日 

（2019年度） 

858ｇ／人・日 

（2020年度） 

853ｇ／人・日

以下 

826ｇ／人・日

以下 

一般廃棄物最終処分量（１人１日当た

り）（ｇ／人・日） 

43ｇ／人・日 

（2019年度） 

40ｇ／人・日 

（2020年度） 
39ｇ／人・日 

37ｇ／人・日

以下 

産業廃棄物最終処分量（千ｔ／年） 
229千ｔ／年 

（2019年度） 

219千ｔ／年 

（2020年度） 

毎年度 

229千ｔ以下 

毎年度 

229千ｔ以下 

良好な生活環境の確保 

地下水条例対象地域のうち、適正揚水

量を確保している地域数（達成率） 

５地域 

（100％） 

（2020年度） 

５地域 

（100％） 

（2021年度） 

毎年度 

５地域 

（100％） 

毎年度 

５地域 

（100％） 

水質が改善した河川数（河川） 
０河川 

（2020年度） 

13河川 

（2021年度） 
12河川 12河川 
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第２章 静岡県環境基本計画の進捗状況 

 

国内外の環境を巡る情勢の変化に適切に対応し、環境政策を総合的かつ計画的に推進する

ため、総合的かつ長期的な施策の大綱として令和４年３月に策定した「第４次静岡県環境基

本計画」に基づき、現状の把握を行い、今後の施策展開等に反映する。 

  

 

１ 静岡県環境基本計画の現状 

（1）成果指標の現状 

指標（単位） 
基準値 

（年度） 

現状値 

（年度） 

中間目標値 

（2025年度） 

目標値 

（2030年度） 

脱炭素社会の構築 

県内の温室効果ガス排出量の削減率 

（2013年度比）（％） 

△13.0％ 

（2018年度） 

△17.3％ 

（2019年度） 
△32.6％ △46.6％ 

エネルギー消費量（産業＋運輸＋家庭

＋業務部門）削減率（2013年度比）（％） 

△6.5％ 

（2018年度） 

△9.2％ 

（2019年度） △19.4％ △28.6％ 

再生可能エネルギー導入量（原油換

算：万㎘） 

52.3万㎘ 

（2020年度） 

52.3万㎘ 

（2020年度） 
72.7万㎘ 84.7万㎘ 

県内の電力消費量に対する再生可能

エネルギー導入率（％） 

18.2％ 

（2020年度） 

18.2％ 

（2020年度） 
26.0％ 30.6％ 

森林の多面的機能を持続的に発揮さ

せる森林整備面積（㏊） 

10,314㏊ 

（2020年度） 

11,116㏊ 

（2021年度） 
毎年度 

11,490㏊ 

毎年度 

11,490㏊ 

（2025年度） 

木材生産量（万㎥） 
42.1万㎥ 

（2020年） 

45.2万㎥ 

（2021年） 
毎年 

50万㎥ 

毎年 

50万㎥ 

（2025年） 

循環型社会の構築 

一般廃棄物排出量 

（１人１日当たり）（ｇ／人・日） 

885ｇ／人・日 

（2019年度） 

858ｇ／人・日 

（2020年度） 

853ｇ／人・日

以下 

826ｇ／人・日

以下 

一般廃棄物最終処分量（１人１日当た

り）（ｇ／人・日） 

43ｇ／人・日 

（2019年度） 

40ｇ／人・日 

（2020年度） 
39ｇ／人・日 

37ｇ／人・日

以下 

産業廃棄物最終処分量（千ｔ／年） 
229千ｔ／年 

（2019年度） 

219千ｔ／年 

（2020年度） 

毎年度 

229千ｔ以下 

毎年度 

229千ｔ以下 

良好な生活環境の確保 

地下水条例対象地域のうち、適正揚水

量を確保している地域数（達成率） 

５地域 

（100％） 

（2020年度） 

５地域 

（100％） 

（2021年度） 

毎年度 

５地域 

（100％） 

毎年度 

５地域 

（100％） 

水質が改善した河川数（河川） 
０河川 

（2020年度） 

13河川 

（2021年度） 
12河川 12河川 
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（2）活動指標の現状 

指標（単位） 基準値 

（年度） 
現状値 

（年度） 
中間目標値 

（2025年度） 
目標値 

（2030年度） 

脱炭素社会の構築 

省エネルギー診断実施回数（回） 
累計 260回 

（2017-2020年度） 
65回 

（2021年度） 
累計 280回 

（2022-2025年度） 
累計 350回以上

（2026-2030年度） 
事業所の省エネルギー化に関するセ

ミナー等参加者数（人） 
平均 138人 

（2017-2020年度） 
225人 

（2021年度） 
毎年度 

200人 
毎年度 

200人 
住宅の省エネルギー化に関するセミ

ナー等参加者数（人） 
158人 

（2020年度） 
696人 

（2021年度） 
毎年度 

400人 
毎年度 

400人 

電気自動車充電器設置数（基） 
970基 

（2020年度） 
996基 

(2021年度) 
1,200基 5,000基 

渋滞対策実施率（％、箇所数） 
72.7％ 

（40箇所） 

（2020年度） 

85.5％ 

（47箇所） 

（2021年度末）  

100％ 

（55箇所） 
100％ 

（55箇所） 

道路照明灯のＬＥＤ化率（％、基数） 
17％ 

（1,455基） 

（2020年度） 

38％ 

（3,284基） 

（2021年度末）  

100％ 

（8,572基） 
100％ 

（8,572基） 

ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クル

ポ」アクション数（件） 
159,518件／年 

（2020年度） 
229,383件/年 

（2021年度） 
360,000件／年  800,000件／年  

太陽光発電導入量（万㎾） 
226.3万 kW 

（2020年度） 
226.3万 kW 

（2020年度） 
285.0万㎾ 334.3万㎾ 

バイオマス発電導入量（万㎾） 
5.0万 kW 

（2020年度） 
5.0万 kW 

（2020年度） 
24.6万㎾ 26.0万㎾ 

中小水力発電導入量（万㎾） 
1.3万㎾ 

（2020年度） 
1.3万㎾ 

（2020年度） 
1.4万㎾ 1.4万㎾ 

水素ステーション設置数（基） 
３基 

（2020年度） 
4基 

(2021年度) 
10基 15基 

静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会において、技術

開発に取り組むワーキンググループ数（件）  
８件 

（2020年度） 
9件 

(2021年度) 
13件 13件 

エネルギー関連機器・部品製品化支援

件数（件） 
累計９件 

（2018-2020年度） 
5件 

(2021年度) 
累計 12件 

（2022-2025年度） 
累計 15件 

（2026-2030年度） 
次世代自動車分野における試作品開

発等支援件数（件） 
累計 38件 

（2019-2020年度） 
14件 

(2021年度) 
累計 84件 

（2022-2025年度） 
累計 84件 

（2022-2025年度） 
ふじのくにＣＮＦプロジェクトにお

ける試作品開発等支援件数（件） 
累計 19件 

（2018-2020年度） 
5件 

(2021年度) 
累計 28件 

（2022-2025年度） 
累計 28件 

（2022-2025年度） 
森林の二酸化炭素吸収量を確保する

間伐面積（㏊） 
8,408㏊ 

（2020年度） 
9,217㏊ 

（2021年度） 
毎年度 9,990㏊  

毎年度 9,990㏊ 

（2025年度） 

再造林面積（㏊） 
236㏊ 

（2020年度） 
213㏊ 

（2021年度） 
毎年度 500㏊ 

毎年度 500㏊ 

（2025年度） 

指標（単位） 
基準値 

（年度） 

現状値 

（年度） 

中間目標値 

（2025年度） 

目標値 

（2030年度） 

自然共生社会の構築 

県内の野生生物の絶滅種数（種） 

０種 

（絶滅 12種） 

（2020年度） 

０種 

（絶滅 12種） 

（2020年度） 

０種 

（絶滅 12種） 

０種 

（絶滅 12種） 

ふじのくに生物多様性地域戦略推進

パートナー（南アルプスプロジェク

ト）の委嘱数（件） 

１件 

（2020年度） 

６件 

（2021年度） 
累計 10件 累計 15件 

伊豆・富士地域ニホンジカ推定生息頭

数（頭） 

57,200頭 

（2020年度） 

53,100頭 

（2021年度） 
7,000頭 

（2026年度） 
7,000頭 

森づくり県民大作戦参加者数（人） 
11,898人 

（2020年度） 

12,972人 

（2021年度） 
毎年度 

28,000人 

毎年度 

28,000人 

地域の緑化活動団体数（団体） 
187団体 

（2020年度） 

219団体 

（2021年度） 
300団体 300団体 

環境と調和した社会の基盤づくり 

新たに環境経営に関する制度に参加

し取り組む事業者数（者） 

70者 

（2020年度） 

45者 

（2021年度） 

毎年度 

75者 

毎年度 

75者 

環境保全活動を実践している若者世

代の割合（％） 

77.4％ 

（2021年度） 

74.8％ 

（2022年度） 
78.0％ 80.0％ 
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（2）活動指標の現状 

指標（単位） 基準値 

（年度） 
現状値 

（年度） 
中間目標値 

（2025年度） 
目標値 

（2030年度） 

脱炭素社会の構築 

省エネルギー診断実施回数（回） 
累計 260回 

（2017-2020年度） 
65回 

（2021年度） 
累計 280回 

（2022-2025年度） 
累計 350回以上

（2026-2030年度） 
事業所の省エネルギー化に関するセ

ミナー等参加者数（人） 
平均 138人 

（2017-2020年度） 
225人 

（2021年度） 
毎年度 

200人 
毎年度 

200人 
住宅の省エネルギー化に関するセミ

ナー等参加者数（人） 
158人 

（2020年度） 
696人 

（2021年度） 
毎年度 

400人 
毎年度 

400人 

電気自動車充電器設置数（基） 
970基 

（2020年度） 
996基 

(2021年度) 
1,200基 5,000基 

渋滞対策実施率（％、箇所数） 
72.7％ 

（40箇所） 

（2020年度） 

85.5％ 

（47箇所） 

（2021年度末）  

100％ 

（55箇所） 
100％ 

（55箇所） 

道路照明灯のＬＥＤ化率（％、基数） 
17％ 

（1,455基） 

（2020年度） 

38％ 

（3,284基） 

（2021年度末）  

100％ 

（8,572基） 
100％ 

（8,572基） 

ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クル

ポ」アクション数（件） 
159,518件／年 

（2020年度） 
229,383件/年 

（2021年度） 
360,000件／年  800,000件／年  

太陽光発電導入量（万㎾） 
226.3万 kW 

（2020年度） 
226.3万 kW 

（2020年度） 
285.0万㎾ 334.3万㎾ 

バイオマス発電導入量（万㎾） 
5.0万 kW 

（2020年度） 
5.0万 kW 

（2020年度） 
24.6万㎾ 26.0万㎾ 

中小水力発電導入量（万㎾） 
1.3万㎾ 

（2020年度） 
1.3万㎾ 

（2020年度） 
1.4万㎾ 1.4万㎾ 

水素ステーション設置数（基） 
３基 

（2020年度） 
4基 

(2021年度) 
10基 15基 

静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会において、技術

開発に取り組むワーキンググループ数（件）  
８件 

（2020年度） 
9件 

(2021年度) 
13件 13件 

エネルギー関連機器・部品製品化支援

件数（件） 
累計９件 

（2018-2020年度） 
5件 

(2021年度) 
累計 12件 

（2022-2025年度） 
累計 15件 

（2026-2030年度） 
次世代自動車分野における試作品開

発等支援件数（件） 
累計 38件 

（2019-2020年度） 
14件 

(2021年度) 
累計 84件 

（2022-2025年度） 
累計 84件 

（2022-2025年度） 
ふじのくにＣＮＦプロジェクトにお

ける試作品開発等支援件数（件） 
累計 19件 

（2018-2020年度） 
5件 

(2021年度) 
累計 28件 

（2022-2025年度） 
累計 28件 

（2022-2025年度） 
森林の二酸化炭素吸収量を確保する

間伐面積（㏊） 
8,408㏊ 

（2020年度） 
9,217㏊ 

（2021年度） 
毎年度 9,990㏊  

毎年度 9,990㏊ 

（2025年度） 

再造林面積（㏊） 
236㏊ 

（2020年度） 
213㏊ 

（2021年度） 
毎年度 500㏊ 

毎年度 500㏊ 

（2025年度） 
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指標（単位） 基準値 

（年度） 
現状値 

（年度） 
中間目標値 

（2025年度） 
目標値 

（2030年度） 

水道法水質基準不適合事案の件数（件）  ３件 ２件 ０件 ０件 
自然共生社会の構築 
一定規模以上の開発行為に伴う自然

環境保全協定締結率（％） 
100％ 

（2020年度） 
100% 

（2021年度） 
毎年度 

100％ 
毎年度 

100％ 
南アルプスにおける希少野生動植物保護条例

の指定により保護される野生動植物の数（種）  
６種 

（2020年度） 
6種 

（2021年度） 
累計 18種 

累計 18種 

（2025年度） 
ボランティア等との協働による富士

山の自然環境保全活動等参加者数（人） 
平均13,841人 

（2018-2020年度）  
421人 

（2021年度） 
18,000人 18,000人 

ボランティア等との協働による浜名

湖の自然環境保全活動等参加者数（人） 
平均13,342人 

（2018-2020年度）  
159人 

（2021年度） 
18,000人 18,000人 

南アルプスユーチューブ動画の閲覧

回数（回） 
38,625回 

（2020年度） 
95,432回 

（2021年度） 
100,000回 200,000回 

南アルプスサポーター数（人） 
560人 

（2020年度） 
1,359人 

（2021年度） 
3,190人 5,000人 

伊豆・富士地域ニホンジカの管理捕獲

の目標頭数達成率（％） 
100％ 

（2020年度） 
100% 

（2021年度） 
100％ 100％ 

自然ふれあい施設における自然体験

プログラム実施回数（回） 
平均 182回 

（2018-2020年度）） 
141回 

（2021年度） 
180回 180回 

しずおか未来の森サポーター企業数

（社） 
累計 134社 

（2020年度） 
累計 144社 

（2021年度） 
累計 144社 累計 154社 

森林環境教育指導者養成人数（養成講

座修了者数）（人） 
累計 51人 

（2020年度） 
累計 75人 

（2021年度） 
累計 150人 累計 150人 

緑化コーディネーター養成講座修了

者数（人） 
累計 141人 

（2020年度まで） 
累計 230人 

（2021年度まで） 
累計 390人 累計 390人 

芝生文化創造プロジェクトで芝生化

した園庭・校庭数（箇所） 
64箇所 

（2020年度） 
69箇所 

(2021年度) 
96箇所 96箇所 

環境と調和した社会の基盤づくり 
ＳＤＧｓ・ＥＳＧセミナーへの参加者

数（人） 
165人 

（2021年度） 
165人 

（2021年度） 
毎年度 

170人 
毎年度 

170人 
ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クル

ポ」アクション数（件）【再掲】 
159,518件／年 

（2020年度） 
229,383件/年 

（2021年度） 
360,000件／年 800,000件／年 

海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県民運動の

清掃活動の延べ参加者数（万人）【再掲】  
18万人 

（2020年度） 
29万人 

（2021年度） 
50万人 50万人 

県が、ＳＮＳ、動画を活用して環境教

育に関する情報発信を行った回数（回） 
34回 

（2020年度） 
47回 

（2021年度） 
毎年度 

40回 
毎年度 

40回 

新成長戦略研究の実用化割合（％） 
77.8％ 

（2020年度） 
100.0％ 

（2021年度） 
80.0％ 80.0％ 

 

指標（単位） 基準値 

（年度） 
現状値 

（年度） 
中間目標値 

（2025年度） 
目標値 

（2030年度） 

公共部門の県産材利用量（㎥） 
21,170㎥ 

（2020年度） 
21,702㎥ 

（2021年度） 
毎年度 

22,000㎥ 

毎年度 

22,000㎥ 

（2025年度） 
木質バイオマス（チップ）用材生産量

（万㎥） 
5.7万㎥ 

（2020年） 
6.3万㎥ 

（2021年） 
毎年 10万㎥ 

毎年 10万㎥ 

（2025年） 
住宅や建築物で利用される品質の確かな県

産材製品（ＪＡＳ製品等）の供給量（万㎥）  
9.7万㎥ 

（2020年度） 
9.9万㎥ 

（2021年度） 
11万㎥ 

11万㎥ 

（2025年度） 

循環型社会の構築 

食品ロス削減推進計画を策定し、食品

ロス削減に取り組む市町数（市町） 
１市町 

（2020年度） 
3市町 

（2021年度） 
35市町 35市町 

海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県民

運動の清掃活動の延べ参加者数（万人）  
18万人 

（2020年度） 
29万人 

（2021年度） 
毎年度 

50万人 
毎年度 

50万人 
市町や事業者に対する研修会やセミ

ナー等の開催回数（回） 
15回 

（2020年度） 
15回 

（2021年度） 
毎年度 

15回 
毎年度 

15回 
県内一斉不法投棄防止統一パトロー

ル（年２回）の延べ参加者数（人） 
293人 

（2020年度） 
281人 

（2021年度） 
毎年度 

700人 
毎年度 

700人 
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に

基づき、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集のた

めの基準を策定し、当該基準に従って適正な分別排出

を促進するために必要な措置を講じた市町数（市町）  

０市町 

（2020年度） 
０市町 

（2021年度） 
35市町 35市町 

県が実施するサーキュラーエコノミ

ーにつながる啓発講座の参加者数（人）  
561人 

（2020年度） 
1,189人 

（2021年度） 
毎年度 

4,500人 
毎年度 

4,500人 

良好な生活環境の確保 

水の出前教室実施回数（回） 
140回 

（2020年度） 
190回 

（2021年度） 
毎年度 

140回 
毎年度 

140回 

地下水位の観測箇所数（箇所） 
148箇所 

（2020年度） 
151箇所 

（2021年度） 
153箇所 153箇所 

農業水利施設更新整備の事業化箇所

数（箇所） 
22箇所 

（2020年度） 
46箇所 

（2021年度） 
82箇所 82箇所 

水質汚濁防止法特定事業場への立入

検査の実施回数（事業所） 
380事業所 

（2020年度） 
345事業所 

（2021年度） 
380事業所 380事業所 

浄化槽法定検査受検率（％） 
22.4％ 

（2019年度） 
26.9% 

（2020年度） 
34.4％ 44.4％ 

大気環境測定局の有効測定局数（局） 
81局 

（2020年度） 
90局 

（2021年度） 
94局 94局 

汚水処理人口普及率（％） 
82.9％ 

（2020年度） 
84.3％ 

（2021年度） 
88.1％ 91.8％ 
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指標（単位） 基準値 

（年度） 
現状値 

（年度） 
中間目標値 

（2025年度） 
目標値 

（2030年度） 

水道法水質基準不適合事案の件数（件）  ３件 ２件 ０件 ０件 
自然共生社会の構築 
一定規模以上の開発行為に伴う自然

環境保全協定締結率（％） 
100％ 

（2020年度） 
100% 

（2021年度） 
毎年度 

100％ 
毎年度 

100％ 
南アルプスにおける希少野生動植物保護条例

の指定により保護される野生動植物の数（種）  
６種 

（2020年度） 
6種 

（2021年度） 
累計 18種 

累計 18種 

（2025年度） 
ボランティア等との協働による富士

山の自然環境保全活動等参加者数（人） 
平均13,841人 

（2018-2020年度）  
421人 

（2021年度） 
18,000人 18,000人 

ボランティア等との協働による浜名

湖の自然環境保全活動等参加者数（人） 
平均13,342人 

（2018-2020年度）  
159人 

（2021年度） 
18,000人 18,000人 

南アルプスユーチューブ動画の閲覧

回数（回） 
38,625回 

（2020年度） 
95,432回 

（2021年度） 
100,000回 200,000回 

南アルプスサポーター数（人） 
560人 

（2020年度） 
1,359人 

（2021年度） 
3,190人 5,000人 

伊豆・富士地域ニホンジカの管理捕獲

の目標頭数達成率（％） 
100％ 

（2020年度） 
100% 

（2021年度） 
100％ 100％ 

自然ふれあい施設における自然体験

プログラム実施回数（回） 
平均 182回 

（2018-2020年度）） 
141回 

（2021年度） 
180回 180回 

しずおか未来の森サポーター企業数

（社） 
累計 134社 

（2020年度） 
累計 144社 

（2021年度） 
累計 144社 累計 154社 

森林環境教育指導者養成人数（養成講

座修了者数）（人） 
累計 51人 

（2020年度） 
累計 75人 

（2021年度） 
累計 150人 累計 150人 

緑化コーディネーター養成講座修了

者数（人） 
累計 141人 

（2020年度まで） 
累計 230人 

（2021年度まで） 
累計 390人 累計 390人 

芝生文化創造プロジェクトで芝生化

した園庭・校庭数（箇所） 
64箇所 

（2020年度） 
69箇所 

(2021年度) 
96箇所 96箇所 

環境と調和した社会の基盤づくり 
ＳＤＧｓ・ＥＳＧセミナーへの参加者

数（人） 
165人 

（2021年度） 
165人 

（2021年度） 
毎年度 

170人 
毎年度 

170人 
ふじのくにＣＯＯＬチャレンジ「クル

ポ」アクション数（件）【再掲】 
159,518件／年 

（2020年度） 
229,383件/年 

（2021年度） 
360,000件／年 800,000件／年 

海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県民運動の

清掃活動の延べ参加者数（万人）【再掲】  
18万人 

（2020年度） 
29万人 

（2021年度） 
50万人 50万人 

県が、ＳＮＳ、動画を活用して環境教

育に関する情報発信を行った回数（回） 
34回 

（2020年度） 
47回 

（2021年度） 
毎年度 

40回 
毎年度 

40回 

新成長戦略研究の実用化割合（％） 
77.8％ 

（2020年度） 
100.0％ 

（2021年度） 
80.0％ 80.0％ 
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（3）今後の施策展開の概況 

ア 脱炭素社会の構築 

・省エネ支援員による省エネルギー診断や省エネ設備の導入、建築物のＺＥＢ化など、中小企

業の脱炭素経営への転換に向けた支援を実施する。 
・新築における省エネ住宅の普及に努めるとともに、セミナー等を通して既存住宅の所有者等

に働きかけることにより、住宅全体の省エネ化を推進する。 
・水素エネルギー関連ビジネスへの参入に向けた機運を高めるため、企業同士の勉強会や視察

等を実施し、事業化を目指す取組を推進する。 
・林道・森林作業道等の路網整備、間伐等の森林整備、病害虫獣による森林被害対策の実施に

より適正な整備・保全を推進するとともに、市町や民間建築物での県産材利用を促進する。 
イ 循環型社会の構築 
・食べ切り、使い切りなどを通じた食品ロスの削減や、レジ袋、使い捨てのプラスチックスプ

ーンを断るなど、一般廃棄物の排出量削減に向け県民に身近な実践を啓発する。 

・排出事業者や処理業者を対象とした適正処理に関する研修会を実施する。 

・パトロールと立入検査の重点化や、他の行政機関、民間団体、民間企業との連携により、不

法投棄を許さない取組を強化する。 

・清掃活動イベントの主催や、地域で行われるイベント情報等の発信により、６Ｒ県民運動へ

の更なる参加を呼び掛ける。 

ウ 良好な生活環境の確保 

・地下水位などの観測や採取量の把握により、地下水の持続的な利用と保全を図る。 

・水道事業の基盤強化のため、水道広域化推進プランに基づき具体的な連携方策等について検

討する。 

・水質汚濁の発生源となる工場・事業場等の立入検査を実施し、事業者の自主的な水質保全対

策を促進するとともに排出基準の遵守の徹底を指導する。 

・浄化槽の新規設置者を対象とした講習会の開催や、法定検査の未受検者へのダイレクトメー

ル送付等により、法定検査の受検促進に取り組む。 

エ 自然共生社会の構築 

・ＩＣＴの活用による捕獲効率向上や捕獲空白域での捕獲圧強化により、ニホンジカの効果的

な捕獲を実施するとともに、捕獲技術に応じた研修を開催し担い手の確保・育成に取り組む。 

・「科学的知見に基づき環境保全を進めながら利活用を促進する仕組み」である「南アルプスモ

デル」の構築実現に向けて関係者と連携・協働して取組の推進を図る。 

・駿河湾の豊かな生物資源を次世代に継承するため、森・里・川・海の環境保全が重要である

ことを踏まえ、研究会の成果を活用し、科学的知見の充実と県民理解の促進を図る。 

・緑化推進のため、緑化コーディネーターの養成や緑化活動を行う団体の支援を推進する。 

  オ 環境と調和した社会の基盤づくり 

 ・県内の環境学習情報をわかりやすく提供するため、環境学習情報の発信、普及啓発を行うポ

ータルサイトを構築するとともに、児童・生徒の学習内容の理解を深めるため環境教育・学

習に係るコンテンツ等を作成する。 

・デジタル化や脱炭素化などの社会情勢の変化に伴う新たな政策課題の解決に向け、産学官の

連携によるプロジェクト研究や地域産業の持続的発展を支える技術支援を推進する。 





この印刷物は、500部作成し、１部あたりの印刷経費は195.2円です。 紙へのリサイクル可

地球環境を守り、地域資源を活かし、共に⽀え合う、

「環境と⽣命の世紀」にふさわしい ”ふじのくに ”の実現

令和４年版　環境白書

令和４年 12 月発行

編集　静岡県くらし・環境部環境局環境政策課

　　　〒420－8601 静岡市葵区追手町９－６

　　　電　話：054－221－3597

　　　ＦＡＸ：054－221－2940

　　　E-mail：kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
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